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◎ 特殊詐欺被害に遭わないために

☆ 国 際 電 話 不 取 扱 受 付 セ ン タ ー が 行 う 、 固 定 電 話 で の 国 際 電 話 の 発 信 ・ 着 信 を 無

償で休止するサ－ビスを活用する 。

☆ 相手への警告や録音機能等のついた被害防止機能付き電話機を使用する 。

☆ 相手の身分を疑う 。 (一 度電話を切り 、 正 し い電話番号を調べる )

☆ お金を要求するメールや封書に記載された電話番号には絶対に電話をしない 。

☆ 第三者に絶対に現金やキャ ッ シ ュ カー ドを渡さない 。 暗証番号を教えない 。

☆ 宅配便 、 レ タ ーパ ッ ク などで現金を送らない 。 (現 金を送るこ とはできません )

☆ 普段から 、 家族や地域でコ ミ ュニ ケー シ ョ ンを図 り 「 特 殊詐欺 」 の 話をする 。

☆ 電 話 の 会 話 の 中 で 「 お 金 」 「 キ ャ ッ シ ュ カ ー ド 」 「 暗 証 番 号 」 「 還 付 金 」 の 話 が で た

ら 、 相手が誰であっても一度電話を切って家族や警察に相談する 。

警 察 官 を 名 乗 り 、 現 金 を 要 求 す る 詐 欺 の 手 口 が 増 加

し て い ま す 。 Ｓ Ｎ Ｓ や ビ デ オ 通 話に移行す る ケ ー ス が

あ ります 。 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ を 悪用 した詐欺にご注意 ください 。


